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　星野公平ニュース

Ｎｏ．１３７　　２０１１年　６　月　９　日

発行　星野公平　　(日本共産党桑名市議団) 
住所　桑名市立花町１－１４－７　電話　２２－２９７５
菅内閣不信任案　否決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ６月２日、自民党・公明党などが提出した不信任案（東日本大震災や東電福島第１原発事故への対応をめぐる）は、先の展望を示さない党略的で無責任なものでした。日本共産党は、菅内閣は信任できないとの立場を明確にしつつ、不信任案に棄権の態度をとりました。菅首相が、震災対策に「一定の目途」がついた段階で「若い世代に引き継ぐ」と発言し、不信任案に同調していた民主党内の一部は「辞意」表明だとして、反対に回り、不信任案は否決されました。無責任な政争で、もっとも迷惑をこうむるのは被災地であり被災者です。辞任が何時になろうと首相である限り責任は重大です。日本共産党は、早急な被災者の支援と被災地の復旧・復興、原発事故の収束とその賠償を求めています。（第二次提言）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「大連立」の動き　　悪政を押し通す危険な流れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ民主党と自民党が大連立でやろうとしていることは、国難を理由に「税と社会保障の一体改革」の名による消費税増税です。１党だけでは国民の批判を強く受ける課題を大連立で一気に押し通そうとしています。また、沖縄・米軍普天間基地の「移設」強行や法人税減税、証券優遇税制の継続など狙っています。　　　　　　ｐ民主党と自民党は国政の基本問題では違いも対抗軸もありません。日米同盟絶対、大企業中心主義という点では同じ土俵に乗っています。世論調査で「大連立」に賛同する声は、政治を何とか前に進めてほしいという願いから出ているものです。悪政を推進するために大連立を望んでいるわけではありません。　　　　　　　ｐ震災の救援では、与野党の合同の震災対策会議が二十数回にわたって開かれ、各党が立場の違いを超えて協力しあってきました。震災を口実に何でも一緒になって悪政を推進することを国民の皆さんは望んでいません｡
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月２９００円　　日曜版　月８００円

桑名市議団 星野公平のＨＰは　   http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野）　　　　　　　　　　

６月定例議会のスケジュール 本会議・委員会は傍聴できます

６月１０日（金）　午前１０時　　本会議開会（議案上程、市長より説明）

１６日（木）、１７日（金）、２０日（月）、２１日（火）午前１０時  本会議　（６月議会に提出される８議案に対する質疑と市政に係る一般質問）

６月２２日（水）　午前１０時　　総務政策、福祉安全委員会

２３日（木）  午前１０時　　教育経済、建設水道委員会
委員会　（本会議で付託された議案の審議とその他の一般質問）

６月２８日（火）　午後　１時    本会議(委員長報告、討論、議決）閉会
６月議会に提出される議案（８議案）
１－３、　専決処分の報告・承認が３つです。（① 平成２２年度一般会計補正――財源変更、② 国保条例の一部改正―出産育児一時金３５万円から３９万円を恒久化、③ 市税条例の一部改正―東日本大震災での税制上の特例措置）

４、　一般会計補正（補正総額１１２百万円）

大きいものから農道整備事業費６６百万円、市民病院再編統合準備経費２０百万円、備蓄用物資購入費１５百万円、検診事業費１５百万円、子ども医療費１４百万円（条例改正）。その他には、中小企業新エネルギー導入等促進事業費（８百万円）、家庭用新エネルギー普及支援事業費（３百万円）、震災対策利子補給金（２百万円）等があります。

５、　条例の制定（庁舎耐震補強事業の事業者選定のための委員会設置）

６－７、　条例の一部改正２つです。（① 市税条例―東日本大震災での税制上の特例措置、② 福祉医療費助成条例―７歳から１５歳まで入院を無料化）

8、 市道の認定　　　以上の８議案です。　　　　　　（問題点等は裏面で）
議案の中で気になるところは
１、一般会計補正（補正総額１１２百万円）中、農道整備事業費６６百万円は、長島｢なばなの里｣周辺の交通渋滞解消のための農道拡幅工事で｢なばなの里｣が負担するそうです。＊市民病院再編統合準備経費２０百万円は、市民病院再編統合に向けた助言・指導業務（１０百万円）と統合後の病院基本構想・基本計画策定業務（１０百万円）というが、何故委託するのか、委託料は適切なのだろうか。

＊震災に対して、備蓄用物資購入費１５百万円と震災対策利子補給金２百万円ですが、新たに購入する物資（プライベート空間確保ルーム、トイレ目隠しテント等）はこれでいいのか、利子補給は中小業者だけに対するものです。＊中小企業新エネルギー導入等促進事業費（８百万円）、家庭用新エネルギー普及支援事業費（３百万円）は、企業や家庭で太陽光発電や風力などの発電システム・設備導入に係る経費の補助金ですが、家庭では３万円ですが企業では最高４００万円の補助です。＊各所にアルバイト経費がありますが採用はどの様に行われているのか。
２、もう一つは、「桑名市庁舎耐震補強事業プロポーザル審査委員会条例」の制定です。委員会は、審査方法・審査基準の策定と参加事業者の審査・事業者の選定を行うことになっています。不明な点は、発注方法は決まっているのか、委員会は公開なのか、審査の経過・結果報告はどうなるのか、委員の報酬が規定の日額６,７００円でいいのか、等々あります。　　　　　　　　（議案は委員会に付託されるので、所属してない委員会関連の議案は、本会議での質疑が必要です。）社会保障　改悪が進む
東日本大震災に国民の関心が集中する中で、国民的議論もないままに、民主党政権が６月中にも「税と社会保障の一体改革」の方針を打ち出そうとしています。消費税増税の上、次々と国民に社会保障の給付抑制や負担増を迫るものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 介護　「要支援」切り捨て　法案スピード審議　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３９歳以下からも保険料、要支援に総合事業（自治体任せ）等　　　　　　　　　　　　
2 保育　公的責任をなくし、利益優先で質の低下（保育新システム）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3 医療　７０～７４歳窓口負担が１割から２割に増加、国保の広域化を検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4 年金　６５歳の支給開始をさらに引き上げ、支給額の減額も検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　
生活保護の大幅改悪　政府が非公開で推進
生活保護制度の大幅な改悪につながる議論を政府が非公開で進めています。この制度は、憲法２５条に保障された国が責任をもつ最後のセーフティーネットです。国民の生存権にかかわる重要な問題を密室で決める動きに批判が出ています。厚労省は５月３０日、制度の改定に向けて地方自治体との協議を始め、８月までの取りまとめを目指しています。同省は、事務レベル協議はメディアも含め「公開しない」といいます。今回の協議について細川厚労相は、初会合で「地方提案をふまえ、制度『改正』を視野に入れた、これまでと一線を画するもの」と表明しています。大臣告示である生活保護基準についての協議でさえ社会保障審議会生活保護基準部会で公開されているのに、制度改定の骨格を決める重要な議論を密室で進めるのです。今回の協議は、公の責任放棄という点で、国と地方の思惑が一致するかたちで進んでいます。議論のベースとなるのは、昨年１０月に指定都市市長会（政令指定都市の首長で構成）が発表した生活保護改悪案です。働ける年齢層（１６～６５歳）に対し▽就労自立を促しボランティアや軽作業を義務づける▽ボランティアなどへの態度をみて３～５年で受給の可否を判断する更新制度を導入する―など生活保護に有期制を持ち込み、医療扶助にも自己負担をもちこむものです。生活保護の給付費を削減するのが狙いです。生活保護問題対策全国会議(桑名で相談会実施)などは、昨年１０月、同案について、保護制度を「事実上崩壊させ、餓死者などを出しかねない重大な結果をもたらす」「生活保護法の変質をもたらす」ものだと厳しく批判しています。全国生活と健康を守る会(桑名にもあります)連合会の辻事務局長は、「国民の生存権を左右する議論は、国民に明らかにするべきだ」と指摘し「非公開は、いかに議論の内容が国民に対して後ろめたいものか、ということだ。働ける年齢層だから保護しないというのは、憲法の法の下の平等にも反するものだ」と批判しています。（６月２日しんぶん赤旗より）
荒れていく桑名市内の光景
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緑を奪い宅地化（西方）　　 周囲の反対の中、工事着工（駅前）   緑の無い宅地開発（安永）
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